
厚生労働省における取組
●輸入食品の安全確保●輸入食品の安全確保

　消費者ニーズの多様化、物流の発達などを背景に、輸入食品の届出件数は年々増加して
います。また、我が国の食料はカロリーベースで約60％を海外に依存しており、輸入食品の安
全確保がますます重要となってきています。厚生労働省には輸入食品の監視・検査を行う機関
として、全国31か所の検疫所が設置されています。これらの検疫所での命令検査やモニタリン
グ検査の結果、違反が確認された食品については、廃棄、積戻し等の措置を講じています。

　モニタリング検査については、多種多様な輸入食品について、統計学的に一定の信頼度で
違反を検出することが可能な検査数を基本として、食品群ごとに、輸入実績及び違反率等を
勘案し、検疫所が行うモニタリング検査の検査件数及び検査項目を定め、実施しています。違
反が発見された場合には、必要に応じ、同検査率を強化するほか、病原微生物の検出や残留
農薬等で同一国の食品等について2回以上違反が発見された場合等、違反の蓋然性が高い
と見込まれる食品等については、検査命令を発動し、輸入の都度検査を実施しています。
○検査命令……食品衛生法第26条第3項に基づき、違反の蓋然性が高いものについては
輸入の都度、検査を命令し、検査に合格しなければ輸入・流通が認められない検査

○モニタリング検査……食品の種類毎に輸入量、違反率、危害度等を勘案した統計学的
な考え方に基づく計画的な検査

【輸入食品監視指導計画】の策定・公表による重点的・効率的な監
視指導の実施と理解の促進

包括輸入禁止

検査命令

モニタリング強化

モニタリング
指導検査等

23万件
182万件

平成21年度
検査総数／届出件数

違
反
の
蓋
然
性

高

低

輸
出
国

輸
入
時

国

　内

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

消費者

●二国間協議
我が国の食品衛生規制を遵守するよう要請

●現地調査（本省に査察専門官の配置）
●在北京日本大使館への食品安全担当官の常駐

過去の違反事例
輸出国の情報
原料・製造方法等

回収・廃棄・積戻し
又は

食用外用途転用
不合格

都道府県等監視指導計画に基づく
都道府県等の収去検査
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輸入食品の監視体制等の概要

輸出国における衛生対策
・農薬等の使用管理
・証明書の発給
・輸出前検査等

合　格

検疫所における届出審査

検査命令　　　モニタリング検査　　　自主検査の指導
輸入時の検査体制

違反発見時の通報

海外における食品安全情報の収集
●国立医薬品食品衛生研究所安全情報部
●食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課

平成21年度
輸入届出件数1,821,269件、重量30,605千トン
届出件数の12.7%にあたる231,638件の検査を実施
1,559件を食品衛生法違反として積み戻し又は廃棄
（条文別分類違反件数）
11条（規格基準）違反848件、10条（添加物）違反74件、
6条（不衛生食品）違反507件など

輸入食品の現状
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①②輸入食品の到着
③食品等輸入届出書の審査
④サンプルの採取
⑤輸入相談
⑥理化学検査
⑦理化学検査（機器分析）●1
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